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65歳以上の人の
介護保険料が変わります
　介護保険料は3年ごとに見直され、令和3年度
から第8期（令和3〜5年度）の新しい保険料とな
ります。高齢者の増加に伴い、介護保険サービ
スにかかる費用も年々増加する傾向にあります
が、段階的に山県市介護給付費準備基金を取り
崩しながら保険料の上昇を最小限に抑えました。
　また、第8期において、第1〜3段階の保険料
について、公費による軽減措置を行っています。

問健康介護課　℡22-6838

納 付 方 法
①年金額が年額18万円以上の人
　→年金から天引きされます（特別徴収）
②年金額が年額18万円未満の人
　→納付書で個別に納めます（普通徴収）

次の人は、一時的に普通徴収になります。
・年度の途中で65歳（第1号被保険者）になった人
・他市町村から転入してきた人
・��申告のやり直しなどで保険料段階区分が変更になった人
・��年金担保や年金差し止めなどで保険料が差し引きできなくなった人

保険料の決め方

生活保護を受けている

本人に市県民税が課税されている

同じ世帯に市県民税が課税されている人がいる 本人の前年の合計所得額は？

120万円未満

120万円以上
210万円未満

210万円以上
320万円未満

320万円以上
420万円未満

420万円以上
老齢福祉年金を受けている

本人の前年の合計所得金額
＋課税年金収入額が80万
円以下

本人の前年の合
計所得金額＋課
税年金収入額が
80万円以下

本人の前年の合計所
得金額＋課税年金収
入額が120万円以下

第1段階
基準額
×0.3

（軽減前0.5）
年額
20,880円

第2段階
基準額
×0.4

（軽減前0.65）
年額
27,840円

第3段階
基準額
×0.7

（軽減前0.75）
年額
48,720円

第4段階
基準額
×0.9

年額
62,640円

第5段階
基準額

年額
69,600円

第6段階
基準額
×1.2

年額
83,520円

第7段階
基準額
×1.3

年額
90,480円

第8段階
基準額
×1.5

年額
104,400円

第9段階
基準額
×1.7

年額
118,320円

第10段階
基準額
×1.9

年額
132,240円
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山
県
市

さ
く
ら
カ
ン
パ
ニ
ー

認
定
事
業
所
決
定

　
3
月
11
日
、市
役
所
公
室
で
、山
県
市
さ

く
ら
カ
ン
パ
ニ
ー
認
定
式
を
行
い
ま
し
た
。

　
山
県
市
さ
く
ら
カ
ン
パ
ニ
ー
は
、
女
性

活
躍
推
進
事
業
の
一
環
と
し
て
、
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
や
女
性
活
躍
推

進
に
積
極
的
な
事
業
者
を
さ
く
ら
ス
テ
ッ

プ
3
〜
1
に
認
定
す
る
制
度
で
す
。
今
回

が
2
回
目
の
認
定
で
、
6
事
業
所
を
認
定

し
ま
し
た
。

　
仕
事
も
子
育
て
も
い
き
い
き
と
両
立
で

き
る
山
県
市
の
実
現
に
向
け
て
、今
後
も

継
続
し
て
認
定
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

問
企
画
財
政
課
　
℡
22-

6
8
2
5

認
定
事
業
所

■
さ
く
ら
ス
テ
ッ
プ
3

梅
田
建
設（
株
）

（
株
）山
口
製
作
所

恩
田
工
業（
株
）

（
株
）美
山
理
研
工
業

■
さ
く
ら
ス
テ
ッ
プ
2

（
株
）高
富
運
輸

大
東
化
工（
株
）

認
定
メ
リ
ッ
ト

■
山
県
市
中
小
企
業
等
活
性
化
補
助
金
の

補
助
率
が
一
部
優
遇
さ
れ
ま
す

　
補
助
金
の
う
ち
、
労
働
環
境
の
改
善
や

人
材
確
保
な
ど「
多
様
な
人
材
の
活
躍
」に

対
し
て
行
う
事
業
に
つ
い
て
、
さ
く
ら
カ

ン
パ
ニ
ー
に
認
定
さ
れ
る
と
補
助
率
の
優

遇
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

■
各
種
認
定
グ
ッ
ズ
を
贈
呈
し
ま
す

■
求
人
に
活
用
で
き
ま
す

■
広
報
紙
な
ど
で
積
極
的
に
P
R
し
ま
す

現
在
広
報
紙
で
は
、さ
く
ら
カ
ン
パ
ニ
ー

に
認
定
さ
れ
た
企
業
の
取
り
組
み
を
紹

介
す
る
コ
ラ
ム「
き
ら
っ
と
輝
く
！
さ
く

ら
カ
ン
パ
ニ
ー
」を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

誰
も
が
輝
け
る
山
県
市
を
目
指
し
て
、

活
動
の
輪
を
広
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

令
和
3
年
度
の

　
　
　
　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て

　
国
民
年
金
第
1
号
の
被
保
険
者
は
毎
月

の
保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。
な
お
、
令
和
3
年
度
の
国
民
年

金
保
険
料
は
月
額
1�

6
，6
1
0
円
で
す
。

■
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は
口
座
振
替

が
便
利
で
お
得

　
口
座
振
替
を
利
用
す
る
と
納
期
ご
と
に

納
め
る
手
間
が
省
け
、
早
割
・
前
納
で
納

め
る
と
保
険
料
が
割
引
さ
れ
ま
す
。

▼
申
込
に
必
要
な
も
の

年
金
手
帳（
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も

の
）、
預
金
通
帳（
金
融
機
関
、
口
座
番
号

が
分
か
る
も
の
）、
金
融
機
関
の
届
出
印

▼
申
込
場
所

市
民
環
境
課
②
窓
口
ま
た
は
金
融
機
関
窓
口

■
保
険
料
納
付
が
困
難
な
場
合
は
未
納
の

ま
ま
に
せ
ず
、
免
除
・
納
付
猶
予
申
請
の

手
続
き
を

　
保
険
料
免
除
や
納
付
猶
予
に
な
っ
た
期

間
は
、
老
後
に
年
金
を
受
け
取
る
た
め
の

受
給
資
格
期
間
に
含
ま
れ
、万
一
の
時
に
、

障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け

取
る
た
め
の
資
格
期
間
に
も
含
ま
れ
ま

す
。

▼
国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度

　
本
人
・
世
帯
主
・
配
偶
者
の
前
年
所
得

が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
申
請
に
よ
り
保

険
料
の
納
付
が
全
額
免
除
ま
た
は
一
部
免

除
に
な
り
ま
す
。

▼
納
付
猶
予
制
度

　
50
歳
未
満
の
人
で
本
人
・
配
偶
者
の
前

年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
申
請
に

よ
り
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

※
申
請
に
必
要
な
も
の

　
年
金
手
帳（
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る

も
の
）ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
分
か
る

も
の
、
失
業
に
よ
る
申
請
の
場
合
は
雇
用

保
険
被
保
険
者
離
職
票
な
ど

▼
学
生
納
付
特
例
制
度

　
学
生
の
人
で
本
人
の
前
年
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の

納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

※
申
請
に
必
要
な
も
の

　
学
生
証
、
年
金
手
帳（
基
礎
年
金
番
号

が
分
か
る
も
の
）ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
分
か
る
も
の

問
市
民
環
境
課
　
℡
22-

6
8
2
7

問
岐
阜
北
年
金
事
務
所

℡
0
5
8-

2
9
4-

6
3
6
4
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